
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）とは、地方公共団体が実施する地方創生

事業（まち・ひと・しごと創生活用事業）に対して民間企業の皆様が寄附を行った

場合に、税制上の優遇措置が受けられる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも企業にはこんなメリットがあります！ ※税控除の上限額は税理士にご相談ください。 

 
 

岡山県 里庄町 企業版ふるさと納税 

 応援をお願いします！ 

 

 

税額９割軽減で 

実質負担は 

 １割に！ 
 

例えば！ 
100 万円を寄附すると

税は 90万円軽減され 

実質的な負担は 10万

円となります。 

損金算入 
 

国税＋地方税 

約３割 

税額控除 

 

 

企業 

負担 
 

約１割 
法人住民税＋法人税 

約４割 

法人事業税 

約２割 

企業版ふるさと納税活用 

通常の寄附 

寄附額 

 
軽減効果 

最大 

約   割 ９ 

社会貢献による 

企業のイメージアップ 

町のホームページや 

広報などで企業ＰＲ 
ＳＤＧｓの推進 

パートナーシップ 

の構築 

 地方創生応援税制 企業版ふるさと納税とは 

ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 

岡山県 里庄町 企画商工課 
TEL：0865-64-3114    e-mail：kikaku＠town.satosho.lg.jp 

 



企業版ふるさと納税寄附対象事業 
里庄町が取り組む地方創生事業に対しての寄附を募集しています。 

 

① 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる事業 

 里庄町こども家庭センターによる子育て支援 

 出産子育て応援給付金・出産支援金の支給 

 保育サービスの充実 等 

② 魅力あるまちをつくり、人口流入を促進する事業 

 老朽化した文化施設の補修・維持管理 

 文化遺産の継承・活用 

 観光 PR 活動の推進 

 グルメプロモーション事業の推進 

 JR 山陽本線、路線バス「寄島～里庄線」、タクシーの利用促進 等 

③ 地域の経済を振興し、安心して働ける環境づくり事業  

 農業の担い手の育成・確保 

 企業立地の奨励金の支給や用地確保、インフラ整備、雇用確保等の支援 

 高梁川流域、井笠圏域で連携した就職説明会等のイベントによる地元企業への就職の促進 等 

④町民が活躍し、豊かな暮らしを実現するとともに、時代に合った地域

社会を育む事業 

 活動実績に基づくまちづくり補助金の交付による自主的な分館活動の支援 

 災害に強いまちづくりの推進のための防災訓練等の実施による防災意識の

普及・啓発 等 

⑤デジタル技術の活用により、地域課題を解決し、持続可能な

地域へ成長する事業 

 小中学校の児童生徒に一人一台のタブレット端末の支給や電子黒板の

導入等の学校施設の整備・改善 

 公共施設への公衆無線 LAN の整備 等 
 

 

 

 

申込方法 
1 寄附申出書を提出してください。 

2 納付書を送付いたします。口座振込を希望の場合は、振込先口座について連絡します。 

3 寄附金の入金をお願いします。 

4 入金の確認後、受領証を送付します。 
●広報活動として、里庄町ホームページ、広報さとしょう等により、取組を PR させていただきます。 

 

留意事項 
・対象となる寄附は１０万円以上です。 

・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。 

・里庄町外に本社が所在する企業が対象です。 

※この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。 


